
３.構造に関する基準等

１．下水道管路マネジメントに関する技術基準等の考え方

○ 維持管理の正確性や効率性の向上に向け、
 記録すべき情報を見直し、デジタル化を促進

 ○ 市民の使用料負担等への理解促進に向け、
 老朽化状況や対策内容等の公表を推進

２．点検・診断に関する基準等

○ 安全確保が何よりも優先されるという基本スタ
ンスを再確認し、留意事項を徹底

 ○ 点検技術の高度化・実用化を推進

(２) 「メリハリ」をつけた点検

(１) 診断区分の見直し・構造に応じた診断基準

(２) メンテナビリティ（維持管理の容易性）の確保・向上

４.２つの「見える化」に向けた情報管理 ５.管内作業の安全性確保

(３) 診断の質の確保

○ 現行の基準等を包括的に見直し、重要な項目は国の基準等に引き上げ
 ○ 社会的影響を踏まえ「重要管路」と「枝線」に区分し、「メリハリ」をつけた戦略的

なマネジメントを進め、限られた人員や予算の中で施設の安全性を確保

○ 「重要管路」は、頻度を明確化、方法を高度化し、健全度Ⅲ箇所は更に高頻度化
 ○ 「枝線」は、要注意箇所の頻度を明確化し、それ以外は適切な頻度で監視

○ 必要な知識や技能を有する者が診断することとし、技術者の能力向上を促進

○ 箇所毎に健全度を評価するとともに、明確な診断が難しい状態の区分を設定
○ 鉄筋コンクリート管の診断基準を見直すとともに、シールド管の診断基準を設定

(１) リダンダンシー（多重性）の確保

(３) 要注意箇所への対策

○ 災害・事故時の機能確保等のため、「重要管路」の水位を下げることが
できない箇所で、複線化等による多重化を原則化

○ 改築の機会を捉え、マンホールの間隔や構造を見直す等、維持管理
の容易性を確保・向上することを原則化

○ 新技術の活用を含め対策の実施を強化

「重要管路」と「枝線」の考え方 診断区分の見直し（案）

重要管路における点検の強化

リダンダンシー確保の取組例リダンダンシー確保の取組例

下水道管路マネジメントのための技術基準等に関する中間整理（概要）

* 健全度Ⅲと診断された箇所は、空洞調査を実施する
とともに、点検頻度をさらに高頻度化

（例：3年に1回→1年に1回）
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